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は
じ
め
に

　

今
日
、
里
神
楽
と
呼
ば
れ
る
芸
能
は
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
的
展
開
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
内
侍
所
御
神
楽
な
ど
の
宮
廷
の
御
神
楽
と
比
較
し
た
と
き
に
、
里
神
楽
と
は
ど
の
よ
う
な
芸
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ

う
な
機
会
に
行
わ
れ
た
の
か
な
ど
、
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。

　

例
え
ば
、
歳
時
記
に
は
「
神
楽
」
と
「
里
神
楽
」
が
、
別
の
季
題
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
前
者

は
宮
中
の
行
事
（
特
に
賢
所
御
神
楽
）、
後
者
は
そ
れ
以
外
の
諸
社
の
行
事
と
説
明
さ
れ
る
。
確
か
に
内
裏
で
里
神
楽
が
行
わ
れ

た
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
神
楽
と
里
神
楽
に
関
し
て
は
、
同
一
の
神
社
に
お
い
て
両
方
が
行
わ
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。

つ
ま
り
、
神
楽
と
里
神
楽
の
違
い
は
、
開
催
の
場
所
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
里
神
楽
に
関
し
て
文

献
史
料
に
基
づ
く
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
の
里
神
楽
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
に
基
づ
き
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
「
里
神

楽
」
の
例
が
出
始
め
る
十
二
世
紀
か
ら
整
理
し
、
さ
ら
に
里
神
楽
が
恒
例
化
さ
れ
た
石
清
水
御
幸
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
く
。

中
世
の
里
神
楽
と
石
清
水
御
幸

中
　
　
本
　
　
真
　
　
人
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一
、
里
神
楽
を
め
ぐ
る
認
識

　

ま
ず
『
国
史
大
辞
典
』
か
ら
「
里
神
楽
」（
小
林
茂
美
項
目
執
筆
）
の
項
目
を
確
認
す
る
と
「
宮
廷
以
外
の
諸
社
・
民
間
で
奏

さ
れ
る
神
楽
。
平
安
時
代
に
は
、
石
清
水
・
賀
茂
・
祇
園
・
北
野
・
大
原
野
・
吉
田
・
春
日
・
住
吉
な
ど
の
諸
社
に
、
宮
廷
の
楽

人
を
差
し
向
け
て
奏
す
る
場
合
に
里
神
楽
と
称
し
た
。
こ
の
と
き
宮
廷
で
は
試
楽
が
あ
り
、社
か
ら
帰
る
と
還
立
（
か
え
り
だ
ち
）

の
御
神
楽
が
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
里
神
楽
の
説
明
は
、
お
そ
ら
く
「
里
」
に
「
宮
廷
を
内
（
う
ち
）
と
い
う
の

に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
場
所
を
い
う
」（
１
）
と
す
る
意
味
に
導
か
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
有
職
故
実
書
や
古
記
録
に
基
づ
く
根
拠
を

示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
清
涼
殿
の
前
庭
で
行
わ
れ
る
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
の
御
神
楽
と
、
そ
の
他
の
諸
社
の
社
頭
の
御
神

楽
を
混
同
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
里
神
楽
と
の
関
係
も
明
確
で
は
な
い
な
ど
、
か
な
り
問
題
の
多
い
説
明
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
里
神
楽
の
理
解
に
対
し
て
、
山
路
興
造
は
「
宮
中
の
御
神
楽
に
対
し
て
、
諸
社
の
神
楽
を
里
神
楽
と
す
る
分
類
は
、

江
戸
時
代
前
期
に
言
わ
れ
出
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
日
ま
で
検
討
の
な
い
ま
ま
に
通
説
と
さ
れ
て
お
り
、今
日
、も
っ

と
も
権
威
が
あ
る
と
さ
れ
る
吉
川
弘
文
館
刊
の
『
国
史
大
辞
典
』
を
見
て
も
、
内
裏
で
行
う
の
が
御
神
楽
で
、
そ
れ
以
外
の
と
こ

ろ
で
行
う
の
が
里
神
楽
だ
と
解
説
し
て
い
ま
す
」（
２
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
従
来
「
御
神
楽
」
と
「
里
神
楽
」
の
区
別
は
、
内
裏
と

そ
れ
以
外
の
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
世
の
説
明
が
無
批
判
に
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
中
世
に
お
け

る
区
別
に
適
用
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
里
神
楽
に
対
す
る
従
来
の
説
明
も
再
検
証
す
る
必
要
が
出
て
き
た
こ
と
に
な

る
。

　

そ
れ
で
は
近
世
の
文
献
に
、
里
神
楽
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
里
神
楽
を
諸
社
の
芸
能
と
す
る
説
明
は

『
楽
家
録
』（３
）（
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
成
立
）
が
古
い
。
同
書
「
里
神
楽
之
説
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

号
二
里
神
楽
一
者
、
於
二
諸
社
一
擊
二
皷
及
銅
拍
子
一
、
而
神ミ

コ子
鳴
鈴
舞
焉
、
号
二
之
里
神
楽
一
也
、
然
亦
地
下
旧
記
之
中
、
於
二
八
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幡
之
神
楽
一
有
二
此
名
一
、
而
伝
曰
、
郷
里
之
人
依
二
執
行
一
修
レ
之
、
名
レ
之
号
二
里
神
楽
一
也
、
蓋
修
法
之
次
第
、
庭
燎
以
二
早

韓
神
一
終
曲
矣
、
仮タ
ト
ヘ
ハ令
安
居
当
人
依
二
執
行
一
修
レ
之
、
如
レ
号
二
安
居
神
楽
一
云
々
、

同
書
の
記
事
で
は
「
里
神
楽
」
に
つ
い
て
、
①
鼓
や
銅
拍
子
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
巫
女
（
神
子
）
が
鈴
を
鳴
ら
し
つ
つ
舞
う

も
の
。
②
石
清
水
八
幡
に
お
い
て
郷
里
の
人
が
執
行
す
る
も
の
。
③
次
第
は
「
庭
燎
」
か
ら
「
早
韓
神
」
で
終
わ
る
も
の
。
と
す

る
。『
楽
家
録
』
で
は
、
諸
社
の
中
で
も
、
特
定
の
行
事
を
里
神
楽
と
称
し
た
と
理
解
で
き
る
。

　

次
に
『
類
聚
名
物
考
』（
４
）
か
ら
「
里
神
楽
」
を
引
い
て
み
た
い
。

或
書
云
、
神
楽
ハ
も
と
天
照
大
神
の
宝
前
に
限
る
事
に
て
侍
り
け
る
か
、
後
諸
方
の
神
社
に
も
行
ふ
に
依
て
、
禁
裏
内
侍
所

の
御
神
楽
に
対
て
、
諸
社
の
神
楽
を
里
神
楽
と
云
ふ
な
り
。
冬
に
て
夜
の
神
事
な
り
。

こ
の
説
明
で
は
、
内
侍
所
御
神
楽
以
外
の
「
諸
社
の
神
楽
」
を
里
神
楽
と
ま
と
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
近
世
の
大
雑

把
な
理
解
が
、
今
日
の
歳
時
記
や
辞
典
の
説
明
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
平
安
時
代
後
期
の
里
神
楽

　

私
見
に
よ
る
と
、
次
の
『
長
秋
記
』（５
）
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
九
月
五
日
条
が
「
里
神
楽
」
の
初
見
で
あ
る
。

西南
イ

宮
社
御
奉
幣
了
詣
二
松
原
一
給
間
、
与
二
伊
予
守
一
南西
カ

宮
行
二
里
神
楽
一
、
依
レ
無
レ
興
、
事
未
レ
了
先
帰
路
、
渡
二
牟
子
河
一
、

廻
二
河
向
一
乗
レ
船
、
依
レ
雨
宿
二
神
崎
井
部
庄
一
、
有
（
以
下
缺
文
）

記
主
の
源
師
時
は
、
西
宮
社
参
詣
後
に
、
南
宮
社
（
西
宮
社
境
内
に
あ
る
広
田
社
の
摂
社
）
で
里
神
楽
を
見
物
し
て
い
る
。
こ
の

参
詣
に
つ
い
て
、
瀧
川
政
次
郎
は
「
こ
の
一
行
が
前
後
五
日
を
費
し
て
京
か
ら
遥
々
と
広
田
社
南
宮
に
お
参
り
し
た
の
は
、
江
口
、

神
崎
の
遊
女
を
揚
げ
て
遊
ぶ
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、神
詣
で
は
そ
の
だ
し
に
使
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
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と
し
た
上
で
「
神
を
慰
め
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
う
ら
若
き
巫
子
が
し
な
よ
く
舞
う
手
ぶ
り
を
娯
し
も
う
と
い
う
の
が
、
里

神
楽
を
奉
納
し
た
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
で
は
な
い
か
」（６
）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
瀧
川
は
、
南
宮
社
の
里

神
楽
を
巫
女
の
芸
能
と
し
て
い
る
が
『
長
秋
記
』
に
は
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
遊
女
遊
び
の
延
長
に
里
神
楽
が
行
わ
れ

た
と
す
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
は
そ
こ
ま
で
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

次
の
『
台
記
』（７
）
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
十
二
月
十
四
日
条
に
は
、
高
陽
院
の
御
所
の
西
面
に
て
里
神
楽
が
行
わ
れ
た
と
い

う
記
事
が
み
ら
れ
る
。

或
語
曰
、
於
二
高
陽
院
御
所
西
面
一
、
有
二
里
神
楽
事
一
、
是
為
誘
二
日
吉
祭
一
之
者
、
未
レ
聞
下
於
二
院
宮
一
有
中
此
事
上
、
甚
聞
二

悪
事
一
也
、
就
中
今
日
御
忌
日
、
尤
有
二
其
憚
一
、
明
神
豈
歆
レ
饗
乎
、

里
神
楽
の
具
体
的
な
内
容
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
日
吉
祭
に
誘
わ
れ
て
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
女
院
御
所
で
里
神
楽
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
頼
長
は
「
悪
事
」
だ
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
異
母
姉
の
高
陽
院
は
、
頼
長
の
重
要
な
後
ろ
盾
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
女
院
御
所
の
里
神
楽
を
「
悪
事
」
と
み
な
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
『
玉
葉
』（８
）
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
十
二
月
六
日
条
に
よ
る
と
、
後
白
河
院
の
仏
名
会
の
日
、
御
所
に
巫
女
た
ち
を

召
し
て
里
神
楽
が
行
わ
れ
た
。

此
日
院
御
仏
名
也
、
内
府
参
入
、
深
更
帰
来
云
、
右
大
臣
已
下
公
卿
済
々
、
人
々
参
入
之
後
、
経
二
時
許
被
二
始
行
一
、
是

於
二
御
所
壺
一
召
二
巫
女
等
一
、
有
二
里
神
楽
事
一
、
又
有
二
陽
剣
之
遊
一
云
々
、
此
事
知
二
物
情
一
之
人
、
曽
不
レ
聞
二
名
字
一
事
也
、

今
日
始
聞
二
此
事
一
、
而
於
二
法
皇
之
宮
一
有
二
此
事
一
、
可
レ
謂
二
物
怪
一
欤
、
可
レ
悲
レ々
々
、

こ
の
話
を
聞
い
た
記
主
の
兼
実
は
、
院
の
御
所
に
お
い
て
里
神
楽
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
悲
嘆
し
て
い
る
。
同
日
に
行
わ
れ
た
「
陽

剣
之
遊
」
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
同
書
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
正
月
二
十
六
日
条
に
も
、
こ
の
よ
う
な
記
事
が

確
認
で
き
る
。
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此
日
、
宗
頼
為
下
承
二
除
目
一
事
上
参
院
、
然
而
依
二
巫
女
遊
戯
一
、
不
レ
能
レ
奏
レ
事
、
空
以
退
出
了
、
件
事
称
二
之
陽
剣
一
云
々
、

仙
洞
之
礼
已
廃
、
可
レ
悲
レ々
々
、
但
先
々
常
有
二
此
事
一
云
々
、
今
度
、
巫
女
装
束
公
卿
已
下
、
営
レ
之
無
レ
他
云
々
、
此
事

又
不
吉
之
徵
験
欤
、

こ
の
日
は
巫
女
遊
戯
に
よ
っ
て
、
後
白
河
院
に
除
目
を
奏
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
院
は
御
所
に
巫
女
を
招
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
巫
女
は
特
定
の
神
社
に
所
属
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
歩
き
巫
女（
９
）
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
玉
葉
』
の
記
事
か
ら

里
神
楽
、
陽
剣
が
巫
女
の
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
頼
長
と
同
じ
批
判
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

一
方
、
摂
関
家
も
東
三
条
第
に
お
い
て
東
三
条
神
楽（
10
）
を
催
し
て
い
た
。
頼
長
の
父
で
、
兼
実
の
祖
父
で
あ
る
忠
実
は
『
殿

暦
』（
11
）
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
十
一
月
二
十
八
日
条
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

今
日
東
三
条
神
楽
也
、
戌
剋
許
人
々
被
レ
来
、
二
位
大
納
言
経
実
・
左
兵
衛
督
能
実
・
左
大
弁
基
綱
・　

宰
相
中
将
忠
教
右
・
宰
相
中
将
家
政
、
大
藏
卿
道
良
等
也
、
上
達
部
皆
著
二
直
衣
・
冠
一
、
余
同
著
二
直
衣
・

冠
一
、
則
向
二
西
面
一
、
御
装
束
有
二
指
図
一
、
西
侍
也
、
舞
六
人
、
府
生
二

人
、
番
長
一
人
、 

舎
人
三
人
、
番
長
以
下
皆
余
随
身
也
、
府
生
二
人
府
物
也
、

（
中
略
）
舞
人
等
馳
馬
了
入
レ
自
二
初
戶
一
、
步
二
入
陪
從
中
一
、三
歌
了
、
舞
人
等
進
二
庭
中
一
如
レ
常
舞
、
抑
庭
火
た
く
、
仍
庭

中
無
レ
所
、
仍
於
二
廊
内
一
舞
、
々
了
神
楽
如
レ
常
、
今
夜
和
琴
か
き
不
レ
参
、
仍
以
二
盛
家
一
如
レ
形
令
レ
成
レ
事
、
神
楽
了
遊
、

こ
の
神
楽
も
、
邸
宅
に
所
作
人
を
召
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
里
神
楽
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
な
い
の
は
「
舎
人
三
人
、
番
長

以
下
皆
余
随
身
也
、
府
生
二
人
府
物
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
官
人
に
よ
る
神
楽
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
里
神
楽
が
非
難
さ
れ

る
理
由
は
、
宮
廷
以
外
の
場
所
で
行
わ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
巫
女
の
よ
う
な
者
を
御
所
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
で
は
な
い
か
。

兼
実
が
里
神
楽
と
同
様
に
陽
剣
を
非
難
し
て
い
る
の
も
、
巫
女
を
邸
宅
に
召
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
ら
し
い
。

　

ち
な
み
に
、
後
白
河
院
と
巫
女
に
つ
い
て
は
『
愚
管
抄
』（
12
）
巻
六
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
方
コ
ノ
法
皇
ハ
男
ニ
テ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
ヽ
時
モ
、
袈
裟
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
護
摩
ナ
ド
サ
ヘ
ヲ
コ
ナ
ハ
セ
給
テ
、
御
出
家
ノ
後
ハ

イ
ヨ
〳
〵
御
行
ニ
テ
ノ
ミ
ア
リ
ケ
リ
。
法
華
経
ノ
部
数
ナ
ド
、
数
万
部
ノ
内
二
百
部
ナ
ド
ニ
モ
ヲ
ヨ
ビ
ケ
リ
。
ツ
ネ
ハ
舞
・
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猿
楽
ヲ
コ
ノ
ミ
、
セ
サ
セ
ツ
ヽ
ゾ
御
覧
ジ
ケ
ル
。（
中
略
）

ソ
レ
ハ
サ
ル
事
ニ
テ
、
ス
デ
ニ
京
中
ノ
諸
人
コ
レ
ヲ
承
テ
、
近
所
ニ
タ
チ
テ
候
趣
、
コ
レ
ヲ
聞
キ
候
ニ
、
故
院
ハ
下
臈
近
ク

候
テ
、
世
ノ
中
ノ
狂
ヒ
者
ト
申
テ
、
ミ
コ
・
カ
ウ
ナ
ギ
・
舞
・
猿
楽
ノ
ト
モ
ガ
ラ
、
又
ア
カ
金
ザ
イ
ク
何
カ
ト
申
候
ト
モ
ガ

ラ
ノ
、
コ
レ
ヲ
ト
リ
ナ
シ
マ
イ
ラ
セ
候
ハ
ン
ズ
ル
ヤ
ウ
見
ル
コ
ヽ
チ
コ
ソ
シ
候
ヘ
。

慈
円
は
、
後
白
河
院
に
つ
い
て
、
ひ
ご
ろ
か
ら
舞
や
猿
楽
を
好
み
、
ま
た
巫
女
や
か
ん
な
ぎ
ら
を
傍
に
置
い
て
い
た
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
改
め
て
「
里
」
の
意
味
に
戻
る
と
「
人
の
住
め
な
い
山
や
野
に
対
し
て
、
人
家
の
集
落
を
な
し
て
い
る
場
所
。
育
ち
、
生

活
し
、
生
存
す
る
本
拠
と
な
る
所
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。（
13
）
こ
の
意
味
に
従
え
ば
里
神
楽
は
、
人
里
の
神
楽
で
あ
り
、
所
作
人

は
里
人
（
宮
人
に
対
し
て
、
里
に
い
る
人
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
官
人
が
奏
す
る
御
神
楽
に
対
し
て
、
宮
廷
社
会
の
外
の
人
が

奏
す
る
神
楽
が
、
里
神
楽
と
呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
官
人
以
外
の
里
人
の
奏
す
る
神
楽
が
、
す
べ
て
里
神
楽
と
呼
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
摂
関
家
の
批
判
意
識
は
、
巫
女
を
邸
宅
に
召
し
た
こ
と
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
里
神
楽
は
巫

女
の
歌
舞
で
あ
っ
た
点
に
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
は
、
巫
女
の
芸
能
が
描
か
れ
て
い
る
。（
14
）
社
殿
の

前
庭
に
お
い
て
、
巫
女
ら
し
き
女
が
鈴
を
持
ち
な
が
ら
舞
い
、
そ
れ
を
挟
む
よ
う
に
三
人
ず
つ
六
人
の
女
が
二
列
に
座
っ
て
奏
楽

し
て
い
る
。
女
は
鼓
を
打
ち
、
歌
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
男
ば
か
り
で
奏
す
る
御
神
楽
と
は
異
な
り
、
女
の
み
に
よ

る
歌
舞
だ
が
、
二
列
で
向
か
い
合
う
よ
う
に
着
座
す
る
な
ど
、
御
神
楽
の
座
と
共
通
す
る
配
置
も
認
め
ら
れ
る
。
周
囲
に
注
意
す

る
と
、
大
勢
の
男
女
が
酒
食
を
と
り
な
が
ら
談
笑
し
て
い
る
。
庭
火
や
篝
火
な
ど
の
照
明
が
な
い
の
で
、
時
間
帯
は
日
中
と
考
え

ら
れ
る
。
巫
女
に
よ
る
舞
中
心
の
芸
能
で
あ
れ
ば
、
舞
の
見
物
に
適
し
た
日
中
に
奏
さ
れ
る
こ
と
に
も
理
由
が
あ
っ
た
。

　

な
お
『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
は
、
こ
の
巫
女
の
歌
舞
を
里
神
楽
と
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
巫
女
の
所
属
も
不
明

で
あ
り
、
巫
女
の
正
体
を
外
見
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
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三
、
平
徳
子
御
産
祈
願
の
御
神
楽
と
里
神
楽

　

治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
十
月
、
高
倉
天
皇
の
中
宮
平
徳
子
の
出
産
を
控
え
、
各
種
の
御
産
祈
願
が
行
わ
れ
た
。『
山
槐
記
』

か
ら
治
承
二
年
の
御
産
祈
願
に
関
わ
る
「
御
神
楽
」
お
よ
び
「
里
神
楽
」
の
記
事
を
集
め
て
み
た
い
。

Ａ
『
御
産
部
類
記
』（
15
）
所
引
『
山
槐
記
』
八
月
二
十
一
日
条

　
　

中
宮
御
産
御
祈
、
於
二
貴
布
祢
一
被
レ
行
二
御
神
楽
一
、二
品
沙
汰
也
、
被
レ
仰
二
上
社
祢
宜
重
久
一
云
々
、

Ｂ
『
山
槐
記
』（
16
）
十
月
四
日
条

今
日
於
二
石
清
水
一
有
二
種
々
御
祈
等
一
、
大
夫
進
尹
範
、
大
属
季
高
参
向
行
事
、

御
神
楽
、
陪
従
已
下
禄
、

信
良
功
内
、 

Ｃ
『
山
槐
記
』
十
月
十
日
条

於
二
賀
茂
社
一
有
二
御
祈
等
一
、

下
社
、

御
神
楽
、

御
八
講
、
御
経
供
養
、
仁
王
経
、

御
読
経
、
已
上
仁
王
経
之

外
同
二

八
幡
一

、

上
社

色
目
同
二
下
社
一
、

Ｄ
『
山
槐
記
』
十
月
十
四
日
条 

　
　

於
二
伊
都
岐
島
別
宮
一
、
六
波
羅
御
所

巽
角
御
座
也
、

被
レ
行
二
御
神
楽
一
、
入
道
大
相
国
沙
汰
云
々
、

Ｅ
『
山
槐
記
』
十
月
十
七
日
条

陪
従
経（

源
）方
、
自
レ
星

子
息
経
久
弾
レ
之
、

隆（
西
大
路
）躬

朝
臣
、

四
条
中
将
、

御
簾
、

御
裾
、

勧
修
寺
、
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於
二
伊
都
岐
島
別
社
坐
二
八
条

亭
一
云
々
、
一
有
二
御
神
楽
一
、三
位
中
将
知盛
、

沙
汰
云
々

Ｆ
『
山
槐
記
』
十
月
十
九
日
条

宮
御
祈
於
二
新
日
吉
一
有
二
里
神
楽
一
云
々
、
入
道
大
相
国
沙
汰
也
、
蔵
人
大
進
基
親
於
二
宮
殿
一
上
下
宣
旨
五
枚
於
レ
予
、
募
二

成
功
一
、
進
二
納
宮
御
産
用
途
料
一
之
畢
也
、
三
善
信
盛
少
監
物
功
三
千
疋
、
藤
原
久
高
治
部
丞
功
三
千
疋
、
同
則
親
刑
部
丞

功
三
千
疋
、
同
致
保
八
省
丞
功
三
千
疋
、
内
舎
人
粟
田
則
良
左
右
兵
衛
尉
功
七
千
疋
等
也
、
権
右
中
弁
親
宗
朝
臣
参
会
、
仍

下
レ
之
、

Ｇ
『
山
槐
記
』
十
月
二
十
一
日
条

　
　

於
二
三
社
一
始
二
行
御
祈
等
一
、
用
途
成
功
内
云
々
、（
中
略
）

　
　

平
野
、

　
　
　

御
神
楽
、

Ｈ
『
山
槐
記
』
十
月
二
十
五
日
条

　
　

於
二
二
社
一
有
二
御
祈
一
、
用
途
成
功
内
云
々
、（
中
略
）

　
　
　

貴
布
祢
、

　
　
　
　

里
神
楽
、

　
　
　
　

行
事
庁
官
左
大
史
生
秦
信
久
、

　

Ｆ
の
記
事
で
は
、
新
日
吉
社
に
お
い
て
、
中
宮
の
父
で
あ
る
入
道
大
相
国
（
平
清
盛
）
に
よ
っ
て
、
祈
願
の
里
神
楽
が
行
わ
れ

た
。
記
主
の
中
山
忠
親
を
は
じ
め
、
多
く
の
官
人
か
ら
多
額
の
金
品
が
献
納
さ
れ
て
い
る
。
中
宮
の
懐
妊
・
出
産
は
、
平
家
の
命

運
の
か
か
る
大
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
祈
願
の
手
段
に
里
神
楽
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
貴
布
祢
社
で
は
、
Ａ
で
は
御
神

楽
が
行
わ
れ
て
お
り
、
Ｈ
で
は
里
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
記
主
の
中
山
忠
親
は
御
神
楽
と
里
神
楽
を
書
き
分
け
て
い
る
が
、
そ
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の
内
容
の
違
い
に
つ
い
て
は
、『
山
槐
記
』
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
。
里
神
楽
と
御
神
楽
の
区
別
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

　

中
宮
徳
子
の
御
産
で
は
、
連
日
連
夜
の
祈
願
行
事
の
中
で
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
神
社
で
里
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
家
の

命
運
の
か
か
る
中
宮
御
産
に
お
い
て
、
し
か
も
清
盛
主
導
で
里
神
楽
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
清
盛
が
里
神
楽
を
公
的
な
行
事
と
し

て
認
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
神
楽
と
里
神
楽
に
つ
い
て
、
児
玉
信
一
は
「
そ
の
規
模
興
行
の
状
は
公
儀
の
場
合
に
同
じ

で
あ
つ
た
事
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
公
儀
の
場
合
は
あ
く
ま
で
神
聖
、
厳
粛
で
あ
る
べ
く
、
そ
れ
に
対
し
て
里
神
楽
の

方
は
お
の
づ
か
ら
卑
俗
、
滑
稽
に
赴
い
た
の
で
あ
る
」（
17
）
と
指
摘
し
て
い
る
。「
公
儀
の
場
合
は
あ
く
ま
で
神
聖
、
厳
粛
」
と
す

る
指
摘
は
、
御
神
楽
の
才
男
な
ど
を
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
正
確
と
は
い
え
な
い
。
同
様
に
「
里
神
楽
の
方
は
お
の
づ
か
ら
卑
俗
、

滑
稽
に
赴
い
た
」
の
説
明
も
再
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
神
楽
と
里
神
楽
が
と
も
に
公
儀
の
場
合
と
同

じ
で
あ
っ
た
と
す
る
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
先
述
し
た
摂
関
家
の
批
判
意
識
は
、
御
所
で
里
神
楽
を
催
行
し
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
諸
社
に

お
け
る
里
神
楽
に
つ
い
て
は
、強
い
批
判
を
招
か
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
当
時
の
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
清
盛
が
、

中
宮
の
御
産
祈
願
の
行
事
と
し
て
里
神
楽
を
行
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
公
家
社
会
の
意
識
に
も
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
先

述
の
よ
う
に
、
後
白
河
院
も
里
神
楽
を
愛
好
し
て
お
り
、
特
に
こ
の
二
人
の
姿
勢
が
後
世
に
影
響
を
残
し
た
の
で
は
な
い
か
。

四
、
後
鳥
羽
院
の
石
清
水
御
幸
の
里
神
楽

　

鎌
倉
時
代
以
降
は
、
古
記
録
に
里
神
楽
の
例
が
増
加
す
る
。
筆
者
は
、
す
で
に
熊
野
御
幸
の
里
神
楽
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と

が
あ
る
。（
18
）
本
項
で
は
、
後
鳥
羽
院
政
期
以
降
の
石
清
水
御
幸
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
か
つ
て
石
清
水
御
幸
に
つ
い
て
、
筆
者

は
「
石
清
水
御
幸
は
、
円
融
院
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
白
河
院
に
よ
っ
て
定
着
し
た
。
白
河
院
の
最
初
の
石
清
水
御
幸
は
、
石
清

及
二
天
明
一
者

一
反
云

々
、
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水
行
幸
に
准
じ
て
、
そ
の
次
第
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
「
や
が
て
白
河
院
・
鳥
羽
院
の
石
清
水
御

幸
は
、
回
数
を
重
ね
る
ご
と
に
、
宝
前
の
儀
が
簡
略
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
行
幸
で
は
恒
例
で
あ
っ
た
東
遊
・
御
神
楽
も
省

か
れ
る
よ
う
に
な
る
」（
19
）
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
次
に
後
鳥
羽
院
の
石
清
水
御
幸
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
き

た
い
。

　

後
鳥
羽
院
の
初
め
て
の
石
清
水
御
幸
で
は
、里
神
楽
が
行
わ
れ
た
。『
三
長
記
』（
20
）建
久
九
年（
一
一
九
八
）二
月
十
四
日
条
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

此
間
有
二
里
神
楽
事
一
、
巫
女
三
人
出
日〔
自
歟
、

下
缼
歟
〕

進
二
立
舞
殿
一
、
唱
人
候
二
東
砌
一
発
二
鼓
笛
一
、
巫
女
翻
二
彩
袖
一
退
入
、
給
レ
禄
、

主
典
代
等
取
レ

之
、

唱
人
同
給
レ

之
歟
、

（
中
略
）

抑
御
脱
履
之
後
初
度
御
幸
、
有
二
舞
人
一
員
并
神
宝
等
一
、
而
今
度
無
二
此
儀
一
、
金
銀
・幣
力

之
外
無
二
神
宝
一
、
鳥
羽
院
初
度

如
レ
此
云
々
、
但
白
河
院
御
同
車
云
々
、
偏
不
レ
可
レ
謂
二
鳥
羽
院
御
参
詣
一
歟
、
然
而
准
二
彼
例
一
、
御
即
位
近
々
之
間
．
先

略
二
其
儀
一
有
二
臨
幸
一
云
々
、

記
主
の
三
条
長
兼
が
「
来
月
八
幡
賀
茂
御
幸
、
不
レ
可
レ
有
二
一
員
舞
人
一
云
々
、
是
何
時
例
哉
」（
21
）
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
後

鳥
羽
院
は
東
遊
の
舞
人
を
同
行
さ
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
土
御
門
天
皇
の
即
位
礼
（
同
年
三
月
三
日
）
が
近
い
た
め
に
、
舞
人

や
神
宝
な
ど
が
省
略
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
以
前
の
例
で
は
、
御
幸
に
舞
人
・
楽
人
を
同
行
さ
せ
て
御
神
楽
も
行
わ

れ
た
が
、
建
久
九
年
の
御
幸
で
は
巫
女
・
唱
人
ら
に
よ
っ
て
里
神
楽
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
『
明
月
記
』（
22
）
同
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
み
ら
れ
る
。

上
皇
御
二
幸
八
幡
之
宮
一
、（
中
略
）
次
有
二
里
神
楽
事
一
、
巫
女
三
人
、
惣
一
、
大

王
、
亀
等
、 

出
来
舞
、
唱
人
五
人
ハ
ヤ

ス
、

不
レ
及
二
著
座
一
只
舞
、

各
給
レ
禄
、巫
女
疋
絹
、
唱

人
手
作
布
也
、

庁
官
等
取
レ
之
、（
中
略
）
令
レ
参
二
若
宮
一
御
、
近
習
人
々
同
著
二
浄
衣
一
参
仕
、
無
レ
指
二
座
籍
一
、
只
隨
二

便
宜
一
群
二
居
于
所
一々
、
巫
女
三
十
人
計
、
不
レ
諭
二
老
若
一
、
皆
悉
参
集
、
於
二
拝
殿
一
乱
舞
、
堪
能
之
輩
小
々
及
二
白
拍
子
一
、
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于
時
雨
降
、
即
入
二
御
馬
場
御
所
一
、
人
々
又
退
下
、

こ
の
石
清
水
御
幸
の
里
神
楽
で
は
、
三
人
の
巫
女
が
舞
い
、
五
人
の
唱
人
が
演
奏
し
て
い
る
。
さ
ら
に
院
が
参
拝
し
た
若
宮
で
は
、

三
十
人
ほ
ど
の
巫
女
が
、
老
若
を
問
わ
ず
こ
と
ご
と
く
参
り
集
っ
て
、
拝
殿
に
お
い
て
乱
舞
を
行
っ
た
。
ま
た
堪
能
な
者
に
よ
っ

て
白
拍
子
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
行
事
が
執
行
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
辻
浩
和
は
「
後
鳥
羽
芸
能
は
詩
歌
管
絃
を
基
本
と
す
る
天
皇
・
院
の
文
化

的
伝
統
に
根
ざ
し
、
そ
れ
ら
の
振
興
を
図
る
一
方
、
今
様
・
白
拍
子
、
読
経
、
蹴
鞠
な
ど
後
白
河
の
取
り
込
ん
だ
新
興
芸
能
を
も

摂
取
し
、
制
度
的
・
空
間
的
に
新
興
芸
能
の
さ
ら
な
る
整
備
発
展
を
図
っ
た
」（
23
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
後
白
河
院
に
愛
好
さ
れ
た

里
神
楽
は
、
後
鳥
羽
院
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
初
め
て
の
石
清
水
御
幸
で
は
、
先
例
に
従
っ
た
御
神
楽
で
は
な
く
、
里
神
楽
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
儀
礼
形
式
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

　

次
に
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
に
行
わ
れ
た
後
嵯
峨
院
の
初
め
て
の
石
清
水
御
幸
を
み
て
い
き
た
い
。『
黄
葉
記
』（
24
）
同
年
四

月
二
十
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

次
里
神
楽　

宮
寺　

任
レ
例
可
レ
敷
レ
座
、

　
　
　
　

終
頭
主
典
代
賜
レ
禄
、

　
　
　
　

巫
女
三
人
各
疋
絹
、
唱
人
五
人
、
各
布
一
段
、

こ
の
御
幸
は
、
ま
た
「
上
皇
臨
幸
、
後
鳥
羽
院
以
後
今
始
也
」（
25
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
以
後
と
し
て
も
初
で
あ
っ
た
。

後
嵯
峨
院
の
石
清
水
御
幸
に
お
い
て
も
、
祖
父
の
後
鳥
羽
院
の
初
回
の
先
例
を
踏
襲
し
て
里
神
楽
が
催
行
さ
れ
て
い
る
。

　

後
嵯
峨
院
は
、
翌
月
に
も
石
清
水
御
幸
を
実
施
し
、
今
度
は
七
日
間
参
籠
し
た
。『
黄
葉
記
』
同
年
五
月
二
十
日
条
に
は
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

上
皇
自
二
今
日
一
七
ヶ
日
可
レ
有
二
御
参
寵
八
幡
一
也
、
我
君
殊
尊
二
崇
廟
一
、
頻
有
二
此
臨
幸
一
、
後
鳥
羽
院
、
初
度
浄
衣

御
参
、
正
治
元
年
歟
、

（
中
略
）

不
レ
及
レ
敷
レ
座
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引
二
入
御
馬
一
、
神
人
請
二
取
之
一
、
次
御
神
楽
、　
巫
女
二
人
、
唱
人
六

人
、
宮
寺
催
二

儲
之
一

、巫
覡
如
レ
形
翻
レ
袖
、
事
了
賜
レ
禄
、
巫
女
各
上
絹
一
疋
、
唱
人

各
布
一
反
、
庁
官
等
取
レ

之
、（
中
略
）

御
神
楽
御
誦
経
事
等
、
予
沙
汰
進
レ
之
、
各
御
倉
雖
レ
可
レ
勘
、
当
時
依
無
二
納
物
一
、
依
二
別
仰
一
各
致
二
沙
汰
一
也
、
大
主
田

武
士
参
仕
、
典
薬
頭
長
忠
朝
臣
又
祗
候
、
今
夜
二
品
給
二
単
重
等
於
若
宮
巫
女
等
一
、
又
給
二
浅
黄
布
等
於
神
楽
男
等
一
云
々
、

『
黄
葉
記
』
で
は
「
御
神
楽
」
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
巫
女
・
唱
人
に
よ
る
宮
寺
の
行
事
で
あ
っ
た
。
か

つ
て
筆
者
は
、
後
鳥
羽
院
・
修
明
門
院
の
熊
野
御
幸
に
つ
い
て
、
御
神
楽
は
神
社
所
属
の
巫
女
ら
に
よ
る
歌
舞
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
里
神
楽
は
御
幸
に
同
行
し
た
巫
女
ら
に
よ
る
芸
能
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。（
26
）
里
神
楽
の
記
事
で
は
、
巫
女
・
唱
人

の
所
属
が
示
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
寛
元
四
年
五
月
二
十
日
の
御
神
楽
で
は
「
若
宮
巫
女
」
と
あ
る
よ
う
に
、
巫
女
が
宮
寺
所

属
の
芸
能
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
を
整
理
す
る
と
、
御
神
楽
は
、
官
人
を
神
社
に
派
遣
し
て
行
わ
れ
る
芸
能
の
ほ
か
、
神
社
に
所
属
す
る
巫
女
ら
に
よ
る
歌

舞
を
指
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
対
し
て
里
神
楽
は
、
お
そ
ら
く
特
定
の
神
社
に
所
属
し
な
い
、
歩
き
巫
女
に
よ
る
歌
舞
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
院
御
所
に
招
か
れ
た
里
神
楽
も
、
神
社
に
所
属
し
な
い
芸
能
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
中
宮
御
産
を

め
ぐ
る
『
山
槐
記
』
の
Ａ
～
Ｈ
の
御
神
楽
、
里
神
楽
の
書
き
分
け
に
つ
い
て
も
、
こ
の
区
別
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
両
統
迭
立
期
の
石
清
水
御
幸
の
里
神
楽

　

本
項
で
は
、
両
統
迭
立
期
の
石
清
水
御
幸
の
里
神
楽
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。『
石
清
水
臨
幸
記
』（
27
）
文
応
元
年

（
一
二
六
〇
）
八
月
九
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

今
日
新
院
有
レ
臨
二
幸
石
清
水
社
一
。
御
脱
屣
以
後
雖
レ
為
二
初
度
一
。
被
レ
略
二
一
員
舞
人
等
一
。
盖
是
依
二
建
久
寛
元
例
一
也
。

頼
親
寅
刻
参
仕
。（
中
略
）
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次
里
神
楽
。
巫
女
三
人
。
於
二
舞
殿
一
飜
二
釆
袖
一
。
宮
寺
任
レ

例
敷
レ

座
。
然
而
不

レ

及
二

着
座
一

。
則
参
進
舞
レ

之
。
唱
人
五
人
。
着
二
衣
冠
一
候
二
東
砌
一
。
御
神
楽
了
賜
レ
禄
。

巫
女
各
八
丈
絹
一
疋
。
唱
人
各
布
一
段
。

已
上
諸
国
勤
レ

之
。
各
主
典
代
取
レ

之
。

文
応
元
年
の
後
深
草
院
の
初
の
石
清
水
御
幸
で
は
、
後
鳥
羽
院
（
建
久
）・
後
嵯
峨
院
（
寛
元
）
の
先
例
が
踏
襲
さ
れ
て
、
舞
人

は
動
員
さ
れ
な
か
っ
た
。
や
は
り
里
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
明
ら
か
に
同
じ
文
脈
の
中
に
あ
っ
て
、
里
神
楽
と
御
神
楽

が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
里
神
楽
と
御
神
楽
の
区
別
は
、現
場
の
公
家
も
正
確
に
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
す
べ
て
の
古
記
録
に
つ
い
て
、
両
者
が
正
確
に
書
き
分
け
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
『
後
深
草
天
皇
御
記
』（
28
）
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
正
月
十
九
日
条
に
は
、

上
皇
御
二
幸
石
清
水
宮
一
、七
箇
日
可
レ
有
二
御
参
籠
一
也
、
朕
参
二
御
共
一
、（
中
略
）
直
参
二
御
宝
前
一
、
里
神
楽
、
御
経
供
養

等
如
レ
常
、

と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
後
深
草
院
の
七
日
間
の
参
籠
に
お
い
て
も
「
如
レ
常
」
と
あ
る
よ
う
に
、
里
神
楽
が
恒
例
と
な
っ
て

い
る
。
石
清
水
参
籠
初
日
の
里
神
楽
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

ま
た
『
公
衡
公
記
』（
29
）
弘
安
十
一
年
（
正
応
元
年
、
一
二
八
八
）
正
月
二
十
六
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

今
日
太
上
天
皇
有
レ
臨
二
幸
石
清
水
宮
一
、
去
文
永
以
後
無
二

御
幸
一

、　　

御
世
務
之
後
今
日
初
所
レ

幸
也
、 

去
廿
日
可
レ
有
二
臨
幸
一
之
処
、
関
東
使
上
洛
之
間
延
引
、
今
日
所

レ
幸
也
、（
中
略
）

次
里
神
楽
、
巫
女
二
人
、

唱
人
六
人
、

飜
レ
袖
了
給
レ
禄
云
々
、
巫
女
各
上
絹
一
疋
、

唱
人
各
布
一
段
、

（
中
略
）

伏
見
天
皇
践
祚
に
よ
っ
て
、
治
天
の
君
と
な
っ
た
後
深
草
院
は
、
院
政
開
始
後
初
め
て
石
清
水
御
幸
を
行
っ
た
。
や
は
り
巫
女
二

人
、
唱
人
六
人
に
よ
る
里
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
持
明
院
統
を
み
て
き
た
が
、
大
覚
寺
統
の
石
清
水
御
幸
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
実
躬
卿
記
』（30
）

嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
正
月
十
四
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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今
日　

法
皇
・
上
皇
可
レ
幸
二
八
幡
宮
寺
一
日
也
、（
中
略
）

両
御
所
同
時
御
奉
幣
、　

法
皇
御
方
西
園
寺
大
納
言
、
泰
継
朝
臣
伝
レ
之
、　

院
御
方
堀（
源
具
守
）川大

納
言
、
参
会
、
秋
定
朝
臣
伝
レ
之
、

奉
幣
了
著
二
御
西
御
局
前
御
座
一
、
法
皇
東
、

院
西
、

次
引
二
出
神
馬
一
、
先
三
匝
廻
レ

之
、

壇
下
ヲ
廻
也
、

次
里
神
楽
、
両
御
方
各
別
、
次
御
誦
経
、

嘉
元
元
年
正
月
、
亀
山
院
・
後
宇
多
院
に
よ
る
石
清
水
御
幸
が
行
わ
れ
た
。
初
日
は
、
先
例
に
従
っ
て
里
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
翌
十
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

入
レ
夜
又
有
二
夕
御
宮
廻
一
、
其
次
俄
被
レ
行
二
御
神
楽
一
、
笛
教
定
朝
臣
、
拍
子
冬
定
、
末
拍
子
久（
多
）忠

、
付
歌
忠（
多
）有

、
和
琴

久（
多
）綱

、
篳
篥
季（
安
倍
）氏

、
卒
爾
儀
又
為
二
密
儀
一
之
間
、
不
二
弘
催
一
、
且
人
長
社
家
儲
レ
之
、
次
有
二
踏
歌
一
、
神
事
間
、
御
結
縁
、

丑
刻
事
了
還
御
、

参
籠
の
二
日
目
、
夕
の
宮
廻
の
あ
と
に
な
っ
て
、
俄
か
に
御
神
楽
が
実
施
さ
れ
た
。
突
然
の
決
定
で
、
か
つ
密
儀
で
あ
っ
た
た
め
、

楽
人
は
地
下
官
人
ら
が
奉
仕
し
た
も
の
の
、
人
長
は
宮
寺
が
準
備
し
た
と
い
う
。
石
清
水
参
籠
は
七
日
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ

た
。
同
月
二
十
日
条
に
は
、

寅
一
点
御
宮
廻
、
予
勤
二
院
御
方
御
幣
役
一
、
経
宣
伝
レ
之
、
神
馬
引
廻
、
里
神
楽
等
如
二
初
日
儀
一
、
両
御
方
被
レ
廻
二
御
輿
一
、

と
あ
る
よ
う
に
、
還
幸
の
直
前
に
は
、
初
日
の
ご
と
く
里
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
『
後
伏
見
天
皇
御
記
』（
31
）
か
ら
、
後
伏
見
院
の
石
清
水
御
幸
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
、
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）

十
月
六
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

次
引
二
渡
神
馬
一
。
一
匝
之
後
。
禰
宜
受
二
取
之
一
。
次
里
神
楽
。（
中
略
）
前
槐
申
云
。
神
楽
間
事
。
殊
无
二
才
学
一
。
仍
无
二

左
右
一
難
計
。
但
今
度
御
願
異
レ
他
。
秘
曲
有
之
条
。
誠
可
レ
宜
歟
。
文
永
宮
人
弓
立
等
曲
有
レ
之
。
今
度
弓
立
計
有
レ
之
。

若
可
レ
宜
歟
。
宮
人
曲
忠
有
若
存
。
授
賞
事
心
懸
歟
之
由
推
量
候
。
左
大
将
参
之
時
。
宮
人
曲
モ
可
レ
候
歟
。
計
申
者
勿
論

候
云
云
。
此
間
。
左
大
将
已
参
云
云
。
仍
直
可
二
問
答
一
之
由
存
レ
之
。
于
時
大
将
参
。
余
直
問
答
。
大
将
申
云
。
今
度
秘
曲

各
浄
衣
、

此
間
公
卿
等
著
二
楼
門
東
廊
座
一
、
西
上
北
面
、
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有
之
条
。
為
二
御
願
一
尤
可
レ
然
候
歟
。
就
二
其
宮
人
曲
一
実
泰
不
レ
伝
レ
之
。
然
而
忠
有
祗
候
之
上
者
。
歌
之
条
不
可
レ
有
二
子

細
一
。
弓
立
ハ
伝
受
之
上
ハ
不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
。
文
永
宮
人
。
於
二
本
拍
子
一
。
資
季
卿
一
人
歌
レ
之
。
今
於
二
地
下
一
忠
有
一

人
歌
之
条
。
違
二
彼
時
一
之
様
雖
二
存
候
一
。
忠
有
伝
二
此
曲
一
候
之
上
ハ
。
勿
論
次
第
候
。
所
詮
秘
曲
事
可
レ
有
二
叡
慮
一
候
云
々
。

仍
余
仰
曰
。
今
夜
只
弓
立
曲
計
有
之
条
可
レ
宜
。
可
レ
為
二
其
儀
一
。
歌
数
事
可
二
相
計
一
。
大
将
可
二
存
知
一
之
由
申
レ
之
。
則

始
二
神
宴
一
。

延
慶
三
年
の
後
伏
見
院
の
石
清
水
御
幸
で
は
、里
神
楽
が
行
わ
れ
た
あ
と
に
、御
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
曲
目
に
秘
曲
「
宮

人
」
の
奏
楽
が
検
討
さ
れ
た
が
、
結
局
は
院
の
判
断
で
「
弓
立
」
の
み
が
奏
さ
れ
た
。
翌
七
日
条
に
は
、

今
日
可
二
帰
京
一
也
。
巳
一
点
奉
幣
。
宮
廻
。
前
左
大
臣
以
下
有
レ
共
。
清
雅
卿
献
レ
沓
。
雅
行
朝
臣
着
レ
笠
。
先
御
前
御
幣

役
通
重
卿
。
於
二
舞
殿
座
一
奉
幣
之
後
入
二
御
局
一
。
前
左
府
褰
レ
簾
。
次
引
二
廻
神
馬
一
如
二
昨
日
一
。
次
里
神
楽
。
御
誦
経
等
。

又
同
レ
前
。
次
武
内
。
次
若
宮
。
於
二
若
宮
一
甚
雨
之
間
。
於
二
拝
殿
西
簷
下
一
申
訖
。
次
里
神
楽
了
起
レ
座
。
於
二
東
鳥
居
下
一

乗
二
手
輿
一
参
二
薬
師
堂
一
。

と
あ
る
よ
う
に
、
還
御
の
前
に
里
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
石
清
水
御
幸
で
は
、
参
籠
の
初
日
と
最
終
日
に
里
神
楽
が
行
わ
れ
る

例
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
間
に
は
、
宮
廷
の
形
式
に
則
っ
た
御
神
楽
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
秘
曲
の
奏

楽
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

院
政
期
に
入
る
と
、
公
家
日
記
に
里
神
楽
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
夜
間
に
行
わ
れ
る
御
神
楽
に
対
し
て
、
里
神
楽
は
巫
女

の
舞
を
と
も
な
う
こ
と
か
ら
、
日
中
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
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後
白
河
院
は
巫
女
を
愛
好
し
、
巫
女
を
邸
宅
に
招
い
て
里
神
楽
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
摂
関
家
か
ら
批
判
的

に
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
里
神
楽
は
、
中
宮
御
産
祈
願
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
、
平
氏
政
権
、
後
白
河
院
政
期
を
通

じ
て
そ
の
地
位
を
高
め
て
い
く
。
そ
し
て
後
鳥
羽
院
政
期
か
ら
は
、
初
回
の
石
清
水
御
幸
に
宮
寺
の
巫
女
・
唱
人
に
よ
る
里
神
楽

が
実
施
さ
れ
る
例
と
な
り
、
こ
の
先
例
が
孫
の
後
嵯
峨
院
に
も
踏
襲
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
院
の
石
清
水
参
籠
の
初
日
と
最
終
日
に

も
里
神
楽
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
里
神
楽
は
石
清
水
御
幸
の
恒
例
行
事
と
し
て
定
着
し
た
。
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
は
、
里
神
楽
の
あ

と
に
、
秘
曲
を
と
も
な
う
御
神
楽
が
奏
さ
れ
る
機
会
も
み
ら
れ
る
。

　

里
神
楽
が
特
定
の
神
社
に
所
属
し
な
い
歩
き
巫
女
ら
に
よ
る
歌
舞
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
御
神
楽
は
神
社
所
属
の
巫
女
ら
に

よ
る
歌
舞
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
早
く
も
鎌
倉
時
代
の
公
家
日
記
に
は
、
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

里
神
楽
、
御
神
楽
の
区
別
に
は
早
く
か
ら
混
乱
が
生
じ
て
お
り
、
後
世
の
大
雑
把
な
理
解
も
そ
の
混
乱
の
影
響
で
は
な
い
か
。
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注

（
１
）『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
に
よ
る
。

（
２
）
山
路
興
造
「
神
楽
と
は
何
か
」（
民
俗
芸
能
学
会
『
民
俗
芸
能
研
究
』
五
八
号
、
平
成
二
十
七
年
三
月
）

（
３
）
本
文
は
、
日
本
古
典
全
集
に
拠
っ
た
。

（
４
）
本
文
は
『
類
聚
名
物
考
』（
近
藤
活
版
所
、
明
治
三
十
六
年
）
に
拠
っ
た
。

（
５
）
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
拠
っ
た
。

（
６
）
瀧
川
政
次
郎
「
長
秋
記
の
著
者
源
師
時
一
行
の
西
宮
参
詣
」（
西
宮
神
社
『
西
宮
』
十
四
号
、
昭
和
四
十
年
）

（
７
）
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
拠
っ
た
。

（
８
）
本
文
は
、
図
書
寮
叢
刊
に
拠
っ
た
。

（
９
）『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
の
「
わ
が
子
は
十
余
に
成
り
ぬ
ら
ん　

巫
し
て
こ
そ
歩
く
な
れ　

田
子
の
浦
に
塩
踏
む
と　

い
か
に
海
人
集
ふ
ら

ん　

正
し
と
て　

問
ひ
み
問
は
ず
み
な
ぶ
る
ら
ん　

い
と
を
し
や
」（
三
六
四
）
の
「
巫
」
は
歩
き
巫
女
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
東
三
条
神
楽
に
つ
い
て
は
、飯
島
一
彦
「
東
三
条
神
楽
成
立
考
」（『
古
代
歌
謡
の
終
焉
と
変
容
』
お
う
ふ
う
、平
成
十
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
11
）
本
文
は
、
大
日
本
古
記
録
に
拠
っ
た
。

（
12
）
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
っ
た
。

（
13
）『
岩
波
古
語
辞
典 

補
訂
版
』
に
よ
る
。

（
14
）
拙
稿
「
熊
野
御
幸
の
里
神
楽
・
御
神
楽
と
芸
能
」（『
内
侍
所
御
神
楽
と
歌
謡
』
武
蔵
野
書
院
、
令
和
二
年
）

（
15
）
本
文
は
、
図
書
寮
叢
刊
に
拠
っ
た
。

（
16
）
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
拠
っ
た
。

（
17
）
児
玉
信
一
『
日
本
詩
歌
の
体
系
』
至
文
堂
、
大
正
十
四
年

（
18
）
拙
稿
「
熊
野
御
幸
の
里
神
楽
・
御
神
楽
と
芸
能
」（
前
掲
『
内
侍
所
御
神
楽
と
歌
謡
』）

（
19
）
拙
稿
「
今
様
示
現
譚
と
石
清
水
御
幸
」（『
宮
廷
御
神
楽
芸
能
史
』
新
典
社
、
平
成
二
十
五
年
）

（
20
）
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
拠
っ
た
。

（
21
）『
三
長
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
正
月
二
十
日
条
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（
22
）
本
文
は
、
図
書
寮
叢
刊
に
拠
っ
た
。

（
23
）
辻
浩
和
「
後
鳥
羽
と
〈
遊
女
〉」（『
中
世
の
〈
遊
女
〉
― 

生
業
と
身
分
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
平
成
二
十
九
年
）

（
24
）
本
文
は
、
石
清
水
八
幡
宮
史
に
拠
っ
た
。

（
25
）『
黄
葉
記
』
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
二
十
八
日
条

（
26
）
前
掲 
拙
稿
「
熊
野
御
幸
の
里
神
楽
・
御
神
楽
と
芸
能
」

（
27
）
本
文
は
、
群
書
類
従
に
拠
っ
た
。

（
28
）
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
拠
っ
た
。

（
29
）
本
文
は
、
史
料
纂
集
に
拠
っ
た
。

（
30
）
本
文
は
、
大
日
本
古
記
録
に
拠
っ
た
。

（
31
）
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
拠
っ
た
。




